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（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
四
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
菅
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
健
康
・
医
療
戦
略
推
進

法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

国
民
が
健
康
な
生
活
及
び
長
寿
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
、
す

な
わ
ち
健
康
長
寿
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
先
端
的
な
科
学
技
術
や

革
新
的
な
医
薬
品
等
を
用
い
た
世
界
最
高
水
準
の
医
療
の
提
供
に
資
す
る

医
療
分
野
の
研
究
開
発
と
そ
の
環
境
の
整
備
や
成
果
の
普
及
及
び
健
康
長

寿
社
会
の
形
成
に
資
す
る
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
等
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
我
が
国
経
済
の
成
長
を
図
る
こ
と
が
重

要
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本

部
を
内
閣
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
政
府
が
健
康
・
医
療
戦
略
を
作
成
し
、

こ
れ
を
推
進
す
る
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

第
一
に
、
世
界
最
高
水
準
の
医
療
の
提
供
に
資
す
る
医
療
分
野
の
研
究

開
発
と
そ
の
環
境
の
整
備
や
成
果
の
普
及
の
ほ
か
、
健
康
長
寿
社
会
の
形

成
に
資
す
る
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
等
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
及
び
国

等
の
責
務
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
基
本
的
施
策
と
し
て
、
研
究
開
発
の
推
進
及
び
環
境
の
整
備
、

研
究
開
発
の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
、
研
究
開
発
成
果
の
実
用
化

の
た
め
の
審
査
体
制
の
整
備
、
新
産
業
の
創
出
及
び
海
外
展
開
の
促
進
、

教
育
の
振
興
、
人
材
の
確
保
等
を
規
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
的
施
策
を
踏
ま
え
、

健
康
・
医
療
戦
略
を
定
め
る
も
の
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
の
推
進
体
制
と
し
て
、
内
閣
に
健
康
・
医

療
戦
略
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と

す
る
な
ど
組
織
、
所
掌
事
務
等
を
規
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
は
、
政
府
が
講
ず
べ
き
医
療
分

野
の
研
究
開
発
並
び
に
そ
の
環
境
の
整
備
及
び
成
果
の
普
及
に
関
す
る
施

策
の
集
中
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
健
康
・
医
療
戦
略
に
即

し
て
、
医
療
分
野
研
究
開
発
推
進
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
同
計
画

は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
中
核
的
な
役
割
を
担
う

よ
う
作
成
す
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
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略
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法

一
六
九

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
一
〇
日
）

○
柴
山
昌
彦
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
き
ま
し
て
、

内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案
の
概
要
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
、
先
端
的
な
科
学
技

術
を
用
い
た
医
療
、
革
新
的
な
医
薬
品
等
を
用
い
た
医
療
そ
の
他
の
世
界

最
高
水
準
の
技
術
を
用
い
た
医
療
の
提
供
に
資
す
る
医
療
分
野
の
研
究
開

発
並
び
に
そ
の
環
境
の
整
備
及
び
成
果
の
普
及
並
び
に
当
該
社
会
の
形
成

に
資
す
る
新
た
な
産
業
活
動
の
創
出
及
び
活
性
化
並
び
に
そ
れ
ら
の
環
境

の
整
備
に
関
し
、
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
、
そ
の
推
進
を
図
る
た
め
の

基
本
的
施
策
、
健
康
・
医
療
戦
略
の
作
成
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部

の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

両
案
は
、
去
る
三
月
二
十
五
日
、
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質

疑
が
行
わ
れ
た
後
、
直
ち
に
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
同
月
二
十
八
日
菅
内
閣
官
房
長
官
か
ら
両
案

の
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
四
月
二
日
に
質

疑
に
入
り
、
翌
三
日
厚
生
労
働
委
員
会
と
の
連
合
審
査
会
を
行
い
、
四
日

参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
ま
し
た
。

昨
九
日
、
質
疑
を
行
い
、
質
疑
終
局
後
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案

に
対
し
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
の
三
会

派
共
同
提
案
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
臨
床
研
究
に

お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
お
け
る
臨
床
研
究
の
環
境
の

整
備
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
み
ん
な
の
党
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機

構
を
設
立
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療

研
究
開
発
機
構
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
案

が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、

健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
ん
な
の
党
提
出
に
係

る
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・

無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
の
三
会
派
共
同
提
案
に
係
る
修
正
案
並
び
に

修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本

案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
次
に
、
独
立
行
政
法
人
日

本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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一
七
〇

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
九
日
）

○
近
藤（
洋
）委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
健
康
・
医
療
戦
略
推

進
法
案
に
対
す
る
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無

所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
の
三
会
派
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案
の
附
則
に
検
討
規
定
を
加
え
る

こ
と
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
臨
床
研
究
に

お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
お
け
る
臨
床
研
究
の
環
境
の

整
備
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
九
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
に
対
応

す
べ
き
で
あ
る
。

一　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
い
て
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
連
携
を
強
化
す

る
と
と
も
に
、
大
学
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
等
の
臨
床
研
究
を
行
う
機

関
を
一
体
と
し
た
臨
床
研
究
基
盤
を
構
築
し
、
創
薬
・
医
療
機
器
等
の

開
発
か
ら
実
用
化
ま
で
の
取
組
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
。

二　

臨
床
研
究
等
の
推
進
・
活
性
化
の
た
め
、
国
際
共
同
治
験
に
も
対
応

で
き
る
臨
床
研
究
・
治
験
の
た
め
の
拠
点
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

倫
理
・
医
学
統
計
の
専
門
的
な
人
材
の
育
成
を
急
ぐ
こ
と
。

三　

医
薬
品
や
医
療
機
器
に
関
連
す
る
企
業
・
団
体
か
ら
の
透
明
性
が
確

保
さ
れ
た
拠
金
を
原
資
と
し
て
、
臨
床
研
究
の
推
進
に
資
す
る
た
め
の

組
織
を
公
的
機
関
内
に
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四　

臨
床
研
究
に
お
け
る
不
正
防
止
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行

政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
は
、
業
務
を
通
じ
た
医
療
分
野
の
研

究
開
発
に
関
す
る
研
究
不
正
の
防
止
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
及
び

専
門
的
な
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
。

五　

健
康
医
療
情
報
を
健
康
・
医
療
に
関
す
る
研
究
開
発
に
有
効
活
用
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
適
切
な
電
子
化
及
び
研
究
開
発
の
目
的
に

応
じ
た
統
合
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
活
用

等
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
を
含
む
実
践
的
な
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
機
能
の
早
急
な
整
備
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
研
究
目
的
で
の

利
用
に
向
け
た
健
康
医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
成
果
が
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
重
要
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一
七
一

性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

七　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
け
る
重
点
領
域
の
設
定
に
当
た
っ
て

は
、
国
民
・
患
者
の
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
る
こ
と
。

八　

創
薬
支
援
業
務
等
に
関
す
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
か
ら

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
へ
の
業
務
移
管
、
特
に
創
薬

支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
部
機
能
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
万
全
を
期
す

こ
と
。
ま
た
、
医
療
機
器
の
開
発
を
進
め
る
た
め
、
大
学
、
研
究
開
発

法
人
、
そ
の
他
の
研
究
機
関
及
び
企
業
等
か
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

設
立
に
向
け
て
の
検
討
を
進
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九　

機
構
の
役
員
の
選
任
に
当
た
っ
て
は
、
幅
広
い
視
点
と
中
長
期
的
な

視
点
か
ら
公
正
な
判
断
が
で
き
る
人
材
の
登
用
に
努
め
る
こ
と
。ま
た
、

公
募
を
経
て
選
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
を
役
員
に

選
任
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
。

十　

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究

開
発
機
構
の
組
織
の
在
り
方
を
含
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
）

○
水
岡
俊
一
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
法
案
は
、
国
民
が
健
康
な
生
活
及
び
長

寿
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
、
世
界
最
高

水
準
の
医
療
の
提
供
に
資
す
る
医
療
分
野
の
研
究
開
発
及
び
新
た
な
産
業

活
動
の
創
出
に
関
し
、
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
、
基
本
的
施
策
、
健
康
・

医
療
戦
略
の
作
成
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
設
置
等
に
つ
い
て
定

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
、
附
則
に
、
臨
床
研
究
に
お
い
て
中
核

的
な
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
お
け
る
臨
床
研
究
の
環
境
整
備
の
状
況
に

つ
い
て
の
検
討
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
の
推
進
体
制
及

び
予
算
編
成
の
在
り
方
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
の
総
合
調
整
の
在

り
方
、
研
究
不
正
へ
の
対
処
方
策
、
基
礎
研
究
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。質

疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
の
党
の
薬
師

寺
委
員
よ
り
両
法
律
案
に
反
対
、
日
本
共
産
党
の
田
村
理
事
よ
り
両
法
律

案
に
反
対
の
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
順
次
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を



健
康
・
医
療
戦
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推
進
法

一
七
二

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
い
て
、
裾
野
の
広
い
ア
カ
デ
ミ
ア
等
の

基
礎
研
究
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、
大
学
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
等
の
臨
床
研
究
を
行
う
機
関
を
一
体

と
し
た
臨
床
研
究
基
盤
を
構
築
し
、
医
薬
品
・
医
療
機
器
等
の
開
発
か

ら
実
用
化
ま
で
の
取
組
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
。

二　

臨
床
研
究
等
の
推
進
・
活
性
化
の
た
め
、
国
際
共
同
治
験
に
も
対
応

で
き
る
臨
床
研
究
・
治
験
の
た
め
の
拠
点
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

臨
床
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
倫
理
・
医
学
統
計
等
の
専
門
的
な
人

材
の
育
成
を
図
る
こ
と
。

三　

医
薬
品
や
医
療
機
器
に
関
連
す
る
企
業
・
団
体
か
ら
の
透
明
性
が
確

保
さ
れ
た
拠
金
を
原
資
と
し
て
、
臨
床
研
究
の
推
進
に
資
す
る
た
め
の

組
織
を
公
的
機
関
内
に
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四　

基
礎
研
究
及
び
臨
床
研
究
に
お
け
る
不
正
防
止
の
取
組
を
推
進
す
る

た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
は
、
業
務
を
通
じ
た

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
関
す
る
研
究
不
正
の
防
止
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ

ウ
の
蓄
積
及
び
専
門
的
な
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
。

五　

健
康
医
療
情
報
を
健
康
・
医
療
に
関
す
る
研
究
開
発
に
有
効
活
用
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
適
切
な
電
子
化
及
び
研
究
開
発
の
目
的
に

応
じ
た
統
合
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
活
用

等
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
を
含
む
実
践
的
な
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
機
能
の
早
急
な
整
備
、
健
康
・
医
療
に
関
す
る
研
究
目
的
で
の

利
用
に
向
け
た
健
康
医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
成
果
が
健
康
長
寿
社
会
の
形
成
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
の
重
要

性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

七　

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
お
け
る
重
点
領
域
の
設
定
に
当
た
っ
て

は
、
国
民
・
患
者
の
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
る
こ
と
。

八　

創
薬
支
援
業
務
等
に
関
す
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
か
ら

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
へ
の
業
務
移
管
、
特
に
創
薬

支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
部
機
能
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
万
全
を
期
す

こ
と
。
ま
た
、
医
療
機
器
の
開
発
を
進
め
る
た
め
、
大
学
、
研
究
開
発

法
人
、
そ
の
他
の
研
究
機
関
及
び
企
業
等
か
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
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設
立
に
向
け
て
の
検
討
を
進
め
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九　

機
構
の
役
員
の
選
任
に
当
た
っ
て
は
、
幅
広
い
視
点
と
中
長
期
的
な

視
点
か
ら
公
正
な
判
断
が
で
き
る
人
材
の
登
用
に
努
め
る
こ
と
。ま
た
、

公
募
を
経
て
選
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
を
役
員
に

選
任
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
。

十　

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
健
康
・
医
療
戦
略
推
進
本
部
及

び
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
各
府
省
及
び
各
独
立
行

政
法
人
間
の
調
整
機
能
を
強
化
し
、
そ
の
司
令
塔
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
、
予
算
の
編
成
及
び
執
行
等
の
在
り
方
並
び
に
組
織
の
在
り
方
を

含
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


